
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
障
害
者
自
立
支
援
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
障
害
福
祉
課
）

一

�
道
路
の
供
用
開
始

（
道

路

課
）

�
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

（

〃

）

二

�
道
路
の
位
置
指
定

（
建

築

課
）

公

告

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

（
経
営
支
援
課
）

三

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
五
件
）

（
土
地
改
良
課
）

�
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

（

〃

）

五

�
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
適
否
決
定

（

〃

）

�
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
決
定

（
農
村
整
備
課
）

選
挙
管
理
委
員
会
規
則

�
公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
平
成
十
八
年
八
月
二
十
七
日
執
行
の
香
川
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
の
選
挙

運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表

�
平
成
十
八
年
八
月
二
十
七
日
執
行
の
香
川
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
高
松
市
選
挙
区
）
に

お
け
る
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表

七

�
平
成
十
八
年
八
月
二
十
七
日
執
行
の
香
川
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
仲
多
度
郡
第
一
選
挙

区
）
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表

九

正

誤

�
平
成
十
八
年
十
月
三
日
（
香
川
県
報
第
九
三
七
七
号
付
録
）
香
川
県
報
目
録
規
則
中
訂
正

一
〇

●
香
川
県
告
示
第
七
百
十
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十

九
年
一
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

穴
吹
塩
江
線
（
百
六
号
）

三

道
路
の
区
域

第１０１号

平 成１８年

１２月２２日（金曜日）

告

示

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
一
二
〇
〇

〇
九
五
三

有
限
会
社
さ
ぬ
き
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
一
九

五
四
番
地
二

有
限
会
社
さ
ぬ
き
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス

さ
ぬ
き
市
鴨
庄
一
九

五
四
番
地
二

平
成
十
八
年

十
二
月
十
四

日

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
第
九
四
〇
〇
号
）

一



四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十

九
年
一
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

国
道
（
一
般
）

二

路

線

名

三
百
七
十
七
号

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十

九
年
一
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

三
都
港
平
木
線
（
二
百
五
十
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
七
百
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指

定

番

号

長
土
指
道

第
七
号

高
松
市
塩
江
町
安
原
上
東
字
枌
谷
二
六
八
六
番
一

地
先
か
ら

高
松
市
塩
江
町
安
原
上
東
字
枌
谷
二
六
八
六
番
一

地
先
ま
で

五
・
四

〜
二
五
・
〇

五
七

平
成
十
七
年

香
川
県
告
示

第
四
百
九
十

四
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部

高
松
市
塩
江
町
安
原
上
東
字
枌
谷
二
六
八
六
番
一

地
先
か
ら

高
松
市
塩
江
町
安
原
上
東
字
枌
谷
二
六
八
六
番
一

地
先
ま
で

四
・
五

〜
二
七
・
二

一
〇
〇

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

三
豊
市
山
本
町
神
田
字
川
南
三
五
四
〇

番
一
地
先
か
ら

前

八
・
六

〜
一
〇
・
五

六
四

交
通
安
全
施

設
事
業
に
よ

る
歩
道
新
設

三
豊
市
山
本
町
神
田
字
宗
近
四
三
〇
九

番
一
地
先
ま
で

後

一
〇
・
二

〜
一
〇
・
五

六
四

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

小
豆
郡
小
豆
島
町
二
面
字
観
音
崎
五
〇

五
番
五
地
先
か
ら

小
豆
郡
小
豆
島
町
室
生
字
南
城
五
九
番

一
地
先
ま
で

前

五
・
八

〜
二
三
・
六

九
〇

道
路
改
修
工

事
に
よ
る
現

道
拡
幅

後

一
四
・
八

〜
四
四
・
〇

九
〇

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
第
九
四
〇
〇
号
）

二



二

指
定
年
月
日

平
成
十
八
年
十
二
月
十
一
日

三

指
定
道
路
の
位
置

さ
ぬ
き
市
志
度
字
幸
田
四
九
三
二
―
二
、
四
九
三
二
―
三
、
四
九
三
五
―
一
三
、

四
九
三
五
―
一
四
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四

指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長

幅
員

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長

三
六
・
〇
三
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
長
尾
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

届
出
の
概
要

１

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

大
和
工
商
リ
ー
ス
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
農
人
橋
二
丁
目
一
番
三
六
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

し
ま
む
ら
・
マ
ッ
ク
多
度
津
店

仲
多
度
郡
多
度
津
町
北
鴨
二
丁
目
一
番
地
ほ
か

３

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

�

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

株
式
会
社
大
屋

変
更
前

午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

変
更
後

午
前
十
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

�

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

変
更
前

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分

変
更
後

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら
午
前
零
時
三
十
分

４

変
更
年
月
日

平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日

５

変
更
す
る
理
由

地
域
住
民
の
方
々
へ
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め

二

届
出
年
月
日

平
成
十
八
年
十
二
月
十
三
日

三

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
多
度
津
町
産
業
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
九
年
四
月
二
十
三
日
（
月
曜
日
）
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
九
年
四
月
二
十
三
日
（
月
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の

提
出
先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
多
度
津
町
産
業
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１

記
載
す
べ
き
項
目

�

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

�

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

�

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

�

意
見
の
内
容

２

提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
十
一
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
九
年
一
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま

公

告

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
第
九
四
〇
〇
号
）

三



で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
十
二
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
九
年
一
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
九
年
一
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま

で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

豊
稔
池
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
さ
く
井
改
修
事
業
）

天
々
出
水
地
区

観
音
寺
市
大
野
原
支

所
建
設
経
済
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
修
事
業
）

札
場
南
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

楠
木
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

段
の
上
池
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

豆
塚
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

長
七
又
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
さ
く
井
新
設
事
業
）

札
場
西
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

醍
醐
坊
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
樋
門
改
修
事
業
）

平
池
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
樋
門
改
修
事
業
）

井
関
池
地
区

〃

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

満
濃
町
土
地
改

良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

上
分
地
区

ま
ん
の
う
町
土
地
改

良
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
安
造

田
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

興
志
面
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
吉
井

地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

薬
師
用
水
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

鴨
田
地
区

〃

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
第
九
四
〇
〇
号
）

四



土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六
ツ
目
中
池
地
区
共
同
施
行
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地

改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
六
ツ
目
中
池
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
十
四

日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
九
年
一
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
九
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
直
島
町
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た

め
池
改
修
事
業
）
神
子
持
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
十
四
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
直
島
町
建
設
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
九
年
一
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

営
土
地
改
良
事
業
（
県
営
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業
（
田
園
居
住
空
間
整
備
）
牛
川
地
区
）
計
画
を
平
成

十
八
年
十
二
月
八
日
変
更
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
綾
川
町
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
九
年
一

月
十
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

五
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
丸
亀
市
の
土
地
改
良
事
業
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
（
区
画
整
理

事
業
）
成
願
寺
下
地
区
）
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
適
当
と
す
る
旨
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
丸
亀
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
九
年
一
月
四
日
か
ら
同
年
一
月
二
十

四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
白
鳥
南
地
区
（
東
大
楢
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
東
か
が
わ
市
事
業
部
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
九
年
一
月
五
日
か
ら
同
月
二
十
五
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

高
松
市
下
笠
居

土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
桑

崎
池
地
区

高
松
市
産
業
部
土
地

改
良
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
新
設
事
業
）
桑
崎

一
号
地
区

〃

立
満
池
土
地
改

良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

大
野
北
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

山
下
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
修
事
業
）
北
新

開
線
地
区

〃

高
松
市
川
島
土

地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）
天
神

上
地
区

〃

高
松
市
古
高
松

土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
改
修
事
業
）
大

僧
池
地
区

〃

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
第
九
四
〇
〇
号
）

五



公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
則
第
二
号

公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
職
選
挙
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
十
二
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
号
様
式
中
「
第
三
十
条
の
十
四
」
を
「
第
三
十
条
の
十
五
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
十
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八

年
八
月
二
十
七
日
執
行
の
香
川
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告

書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
選
挙
の
種
類

平
成
１８
年
８
月
２７
日
執
行

香
川
県
知
事
選
挙

２
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
の
制
限
額

（法
定
選
挙
運
動
費
用
額

）
３０
，０５５
，５００
円

３
報
告
書
の
要
旨

選
挙
管
理
委
員
会
規
則

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

期
間
３
月
２４
日
か
ら

９
月
１
日
ま
で
第
１
回
分円

５
，１２７
，５００

５
，９６５
，１１１

５
，９６５
，１１１０

１５７
，５２０

１
，３３４
，０３５

支
出

人
件

費

家
屋

費

選
挙
事
務
所
費

集
合
会
場
費

通
信

費

交
通

費

無
所
属

鳥
塚

武

収
入

主
た
る
寄
附

円
自
由
民
主
党

政
党

２
，０００
，０００

真
鍋
た
け
き
と
２１
世
紀

政
治

１８
，０００
，０００

の
会

団
体

北
泉

敞
史

無
職

１３６
，０００

所
属
党
派

真
鍋

武
紀

候
補
者
氏
名

出
納
責
任
者

氏
名

円０

１５５
，０００

１５５
，００００

１０
，１９９０

１７９
，５５０

１２９
，２００

２
，２６８

１０１
，４０４

２６
，２５０

１７
，２８８

６２１
，１５９

６２１
，１５９

平
成
１８
年
９
月
１１
日

第
１
回
報
告
分

支
出

人
件

費

家
屋

費

選
挙
事
務
所
費

集
合
会
場
費

通
信

費

交
通

費

印
刷

費

広
告

費

文
具

費

食
糧

費

休
泊

費

雑
費

今
回

計

総
計

収
入

主
た
る
寄
附

円
村
上

良
一

法
人
役
員
１３５
，０００

明
日
の
香
川
を
創
ろ
う
会

政
治
団
体
７００
，０００００

８３５
，０００

８３５
，０００

報
告
書
受
理
年
月
日

そ
の
他
の
寄
附

そ
の
他
の
収
入

今
回

計

総
計

期
間
７
月
２８
日
か
ら

９
月
４
日
ま
で
第
１
回
分

無
所
属

漆
原

善
行

所
属
党
派

多
田
羅

譲
治

候
補
者
氏
名

出
納
責
任
者

氏
名

（
氏
名

団
体
名 ）

（
職
業）（

寄
附
額）

（
氏
名

団
体
名 ）

（
職
業）

（
寄
附
額）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
第
九
四
〇
〇
号
）

六



●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八

年
八
月
二
十
七
日
執
行
の
香
川
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
高
松
市
選
挙
区
）
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
の

選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
選
挙
の
種
類

平
成
１８
年
８
月
２７
日
執
行

香
川
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙

（高
松
市
選
挙
区

）

２
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
の
制
限
額

（法
定
選
挙
運
動
費
用
額

）

５
，５８１
，９００
円

３
報
告
書
の
要
旨

１
，２５２
，０２０

３
，５７８
，９５０

７５
，６０１

１
，３１９
，０７０

２８
，３５０

６６１
，８４６

１９
，５００
，００３

１９
，５００
，００３

平
成
１８
年
９
月
１１
日

第
１
回
報
告
分

印
刷

費

広
告

費

文
具

費

食
糧

費

休
泊

費

雑
費

今
回

計

総
計

串
田

俊
二

無
職

１３６
，０００

國
宗

達
旦

無
職

１３６
，０００

平
木

功
無
職

１３６
，０００

鴨
田

昭
代

無
職

１３６
，０００００

２０
，６８０
，０００

２０
，６８０
，０００

報
告
書
受
理
年
月
日

そ
の
他
の
寄
附

そ
の
他
の
収
入

今
回

計

総
計

２０
，０７８
，１４７

平
成
１８
年
９
月
２５
日

第
２
回
報
告
分

総
計

２０
，６８０
，０００

報
告
書
受
理
年
月
日

総
計

期
間
９
月
１９
日
か
ら

９
月
２０
日
ま
で
第
２
回
分円００００

４４２
，１７５００００００

１３５
，９６９

５７８
，１４４

１９
，５００
，００３

支
出

人
件

費

家
屋

費

選
挙
事
務
所
費

集
合
会
場
費

通
信

費

交
通

費

印
刷

費

広
告

費

文
具

費

食
糧

費

休
泊

費

雑
費

今
回

計

前
回

計

無
所
属

鳥
塚

武

収
入

主
た
る
寄
附

円０００

２０
，６８０
，０００

所
属
党
派

真
鍋

武
紀

そ
の
他
の
寄
附

そ
の
他
の
収
入

今
回

計

前
回

計

候
補
者
氏
名

出
納
責
任
者

氏
名

期
間
５
月
１０
日
か
ら

９
月
６
日
ま
で
第
１
回
分円０

３２
，４６００

３２
，４６０

８３
，６７６

３９６
，７２４

３８３
，４４００

７１
，２２３

２１８
，２８８

支
出

人
件

費

家
屋

費

選
挙
事
務
所
費

集
合
会
場
費

通
信

費

交
通

費

印
刷

費

広
告

費

文
具

費

食
糧

費

日
本
共
産
党

石
川

明
克

収
入

主
た
る
寄
附

円
日
本
共
産
党
東
部
地
区
委
員

政
党
２
，２１１
，９２９

会

所
属
党
派

樫
昭
二

候
補
者
氏
名

出
納
責
任
者

氏
名

（
氏
名

団
体
名 ）

（
職
業）

（
寄
附
額）

（
氏
名

団
体
名 ）

（
職
業）（

寄
附
額）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
第
九
四
〇
〇
号
）

七



０

８７
，８９５

１
，２７３
，７０６

１
，２７３
，７０６

平
成
１８
年
９
月
１１
日

第
１
回
報
告
分

休
泊

費

雑
費

今
回

計

総
計

００

２
，２１１
，９２９

２
，２１１
，９２９

報
告
書
受
理
年
月
日

そ
の
他
の
寄
附

そ
の
他
の
収
入

今
回

計

総
計

期
間
７
月
２４
日
か
ら

９
月
８
日
ま
で
第
１
回
分円

９０
，０００

１３５
，５７５

９０
，０００

４５
，５７５

１５
，２３５

１６
，１００

１
，４２７
，４００

６２０
，５４０

１２
，０００

１７２
，１４２０

６３０

２
，４８９
，６２２

２
，４８９
，６２２

平
成
１８
年
９
月
１１
日

第
１
回
報
告
分

支
出

人
件

費

家
屋

費

選
挙
事
務
所
費

集
合
会
場
費

通
信

費

交
通

費

印
刷

費

広
告

費

文
具

費

食
糧

費

休
泊

費

雑
費

今
回

計

総
計

無
所
属

鈴
木

義
博

収
入

主
た
る
寄
附

円
社
会
民
主
党
香
川
県
連
合

政
党

５００
，０００

三
野
康
祐
後
援
会

政
治
団
体

９０
，００００

２
，５００
，０００

３
，０９０
，０００

３
，０９０
，０００

所
属
党
派

三
野

康
祐

報
告
書
受
理
年
月
日

そ
の
他
の
寄
附

そ
の
他
の
収
入

今
回

計

総
計

候
補
者
氏
名

出
納
責
任
者

氏
名

期
間
１０
月
１０
日
か
ら

１０
月
１０
日
ま
で
第
２
回
分円００００

１２２
，１０６０００００００

１２２
，１０６

２
，４８９
，６２２

２
，６１１
，７２８

平
成
１８
年
１０
月
１６
日

第
２
回
報
告
分

支
出

人
件

費

家
屋

費

選
挙
事
務
所
費

集
合
会
場
費

通
信

費

交
通

費

印
刷

費

広
告

費

文
具

費

食
糧

費

休
泊

費

雑
費

今
回

計

前
回

計

総
計

無
所
属

鈴
木

義
博

収
入

主
た
る
寄
附

円０００

３
，０９０
，０００

３
，０９０
，０００

所
属
党
派

三
野

康
祐

報
告
書
受
理
年
月
日

そ
の
他
の
寄
附

そ
の
他
の
収
入

今
回

計

前
回

計

総
計

候
補
者
氏
名

出
納
責
任
者

氏
名

期
間
７
月
２０
日
か
ら

９
月
１１
日
ま
で
第
１
回
分円

支
出

無
所
属

三
好

五
郎

収
入

主
た
る
寄
附

所
属
党
派

三
好

健
一

候
補
者
氏
名

出
納
責
任
者

氏
名

（
氏
名

団
体
名 ）

（
職
業）（

寄
附
額）

（
氏
名

団
体
名 ）

（
職
業）（

寄
附
額）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
第
九
四
〇
〇
号
）

八



●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
十
二
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八

年
八
月
二
十
七
日
執
行
の
香
川
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
仲
多
度
郡
第
一
選
挙
区
）
に
お
け
る
公
職
の
候

補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日香

川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
選
挙
の
種
類

平
成
１８
年
８
月
２７
日
執
行

香
川
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙

（仲
多
度
郡
第
一
選
挙
区

）

２
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
の
制
限
額

（法
定
選
挙
運
動
費
用
額

）

５
，００１
，９００
円

３
報
告
書
の
要
旨

４４０
，０００

６０１
，９７５

６０１
，９７５０

５０
，０６０

１４４
，５１１

１２６
，５２５

４６５
，７３５

４４
，５４４

２６３
，１０３０

１９１
，７６４

２
，３２８
，２１７

２
，３２８
，２１７

平
成
１８
年
９
月
１１
日

第
１
回
報
告
分

人
件

費

家
屋

費

選
挙
事
務
所
費

集
合
会
場
費

通
信

費

交
通

費

印
刷

費

広
告

費

文
具

費

食
糧

費

休
泊

費

雑
費

今
回

計

総
計

円

三
好

五
郎

み
よ
し
福
祉
会

１
，０００
，０００

理
事
長

小
倉

徳
彦

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

４００
，０００

長
尾

武
久

無
職

１５０
，００００

１
，０００
，０００

２
，５５０
，０００

２
，５５０
，０００

報
告
書
受
理
年
月
日

そ
の
他
の
寄
附

そ
の
他
の
収
入

今
回

計

総
計

００００

２８
，８９８

３８
，６５２

２
，３２８
，２１７

２
，３６６
，８６９

平
成
１８
年
１０
月
３０
日

第
２
回
報
告
分

広
告

費

文
具

費

食
糧

費

休
泊

費

雑
費

今
回

計

前
回

計

総
計

０００

２
，５５０
，０００

２
，５５０
，０００

報
告
書
受
理
年
月
日

そ
の
他
の
寄
附

そ
の
他
の
収
入

今
回

計

前
回

計

総
計

期
間
９
月
２５
日
か
ら

９
月
２９
日
ま
で
第
２
回
分円００００

９
，７５４００

支
出

人
件

費

家
屋

費

選
挙
事
務
所
費

集
合
会
場
費

通
信

費

交
通

費

印
刷

費

無
所
属

三
好

五
郎

収
入

主
た
る
寄
附

円

所
属
党
派

三
好

健
一

候
補
者
氏
名

出
納
責
任
者

氏
名

期
間
８
月
１６
日
か
ら

９
月
７
日
ま
で
第
１
回
分円

４０
，０００

２０
，０００

支
出

人
件

費

家
屋

費

自
由
民
主
党

川
上

忠
昭

収
入

主
た
る
寄
附

円

所
属
党
派

五
所
野
尾

恭
一

候
補
者
氏
名

出
納
責
任
者

氏
名

（
氏
名

団
体
名 ）

（
職
業）

（
寄
附
額）

（
氏
名

団
体
名 ）

（
寄
附
額）

（
職
業）

（
氏
名

団
体
名 ）

（
職
業）（

寄
附
額）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
第
九
四
〇
〇
号
）

九



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

平
成
十
八
年
十
月
三
日
（
香
川
県
報
第
九
三
七
七
号
付
録
）
香
川
県
報
目
録
規
則
中
訂
正

期
間
９
月
２２
日
か
ら

９
月
２２
日
ま
で
第
２
回
分円００００

２３
，５３２００００

支
出

人
件

費

家
屋

費

選
挙
事
務
所
費

集
合
会
場
費

通
信

費

交
通

費

印
刷

費

広
告

費

文
具

費

自
由
民
主
党

川
上

忠
昭

収
入

主
た
る
寄
附

円

所
属
党
派

五
所
野
尾

恭
一

候
補
者
氏
名

出
納
責
任
者

氏
名

０００

２３
，５３２

１
，１７４
，７２６

１
，１９８
，２５８

平
成
１８
年
９
月
２５
日

第
２
回
報
告
分

食
糧

費

休
泊

費

雑
費

今
回

計

前
回

計

総
計

０００

３９０
，０００

３９０
，０００

報
告
書
受
理
年
月
日

そ
の
他
の
寄
附

そ
の
他
の
収
入

今
回

計

前
回

計

総
計

正

誤

誤

八
九

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃

正

八
九

香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃

八
九

の
二

香
川
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃

２０
，００００００

１
，０００
，０００

７２
，４５０

１８
，５００

２３
，７７６００

１
，１７４
，７２６

１
，１７４
，７２６

平
成
１８
年
９
月
１１
日

第
１
回
報
告
分

選
挙
事
務
所
費

集
合
会
場
費

通
信

費

交
通

費

印
刷

費

広
告

費

文
具

費

食
糧

費

休
泊

費

雑
費

今
回

計

総
計

自
由
民
主
党
香
川
県
支
部

政
党

３００
，０００

連
合
会

１０
，０００

８０
，０００

３９０
，０００

３９０
，０００

報
告
書
受
理
年
月
日

そ
の
他
の
寄
附

そ
の
他
の
収
入

今
回

計

総
計

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

（
氏
名

団
体
名 ）

（
職
業）

（
寄
附
額）

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日

（
第
九
四
〇
〇
号
）

一
〇


